
 
 

 
 

 

 

地域包括ケアシステムの構築に向けた旭区行動指針（仮称）の策定について 

 

 

１ 地域包括ケアの構築に向けた行動指針策定の趣旨 

  「団塊の世代」と呼ばれる方々の多くが、75 歳以上の後期高齢者となる 2025 年に 

向けて、御高齢の方が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける 

ために、介護、医療、介護予防、生活支援、住まいが一体的に提供される地域包括ケ 

アシステム構築の取組を進めています。 

  地域包括ケアシステムは、抽象的な概念であることから、その考え方を分かりやす

く示すため、横浜市は、横浜型地域包括ケアシステムの構築に向けた行動指針を平成

29 年 3 月に策定しました。 

  旭区では、市の行動指針の内容を踏まえて、平成 29 年度中に、旭区の特性に応じ

た区版の地域包括ケアシステムの構築に向けた行動指針を策定します。 

 

２ 指針の内容（案） 

  市版指針 区版指針（案） 

考え方 本市の地域包括ケアの目指すべき姿を具

体化し、分野別の中長期的な戦略を示す 

日常生活圏域ごとの特性や課題を踏ま

え、各区ごとの中長期的な戦略を示す 

内容 ・目指す将来像と実現するための重点方

針 

・分野別(※)のあるべき姿、実現に向けた 

方向性、取組  
※「介護」、「医療」、「介護予防」、「生活支援」、

「施設・住まい」の 5分野 

・地域包括ケアの実現に向けた区の方

針 

・重点取組（介護予防、多様な主体によ

る生活支援の充実、在宅医療・介護連

携等） 

期間 2025（平成 37）年度まで 

 
３ 今後の策定スケジュール（予定） 

6 月  指針策定作業スタート 

11～12 月 中間案作成 ※関係機関等に意見を聴取 

第７期横浜市高齢者福祉保健計画・介護保険事業計画区民説明会におい

て、指針についても御説明 

30 年 3 月  指針策定 

      

<裏面・参考資料あり> 

  

担当 旭区高齢・障害支援課   

                          地域包括ケア推進担当 橋本  

                            電話 045-954-6079 

区連会６月定例会資料 

平成 29 年 6 月 16 日 

旭区高齢･障害支援課 
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出典：第 6 期横浜市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（よこはま地域包括ケア計画） 


